
第１回感染症健康危機管理対策会議の開催、 

内閣感染症危機管理統括庁感染症危機管理統括審議官の視察、 

令和７年度措置訓練の実施について（11 月 27 日） 
 

（１）第 1 回感染症健康危機管理対策会議の開催 

 

場所：成田空港検疫所 総務課会議室 

時間：10:00～11:00 

 

成田空港検疫所は、新型インフルエンザ等対策政府行動計画（※１）及び新型インフ

ルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン（水際対策編）（※２）に基づき、新型イン

フルエンザ等の発生の際、水際対策関係者との情報共有・相互協力を行うため、感染症

健康危機管理対策会議を設置し、第 1 回の会議を午前中に開催しました。 

会議では、最初に会議の設置主旨等を説明した後、午後に実施する検疫感染症措置訓

練と同じ想定で、新たな感染症が海外で発生した場合の成田国際空港における初動対

処等を確認する机上訓練を実施しました。新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえ、

令和４年に検疫法が改正され、航空機の所有者や検疫飛行場の管理者等に加え、関係行

政機関の長に対して検疫所長は必要な協力を求めることが可能となったため、この点を

訓練内容に盛り込む工夫を凝らしました。 

   ※１ 新型インフルエンザ等対策政府行動計画 

※２ 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン 
 

（２）令和７年度成田国際空港検疫感染症措置訓練の実施 

 

場所：成田国際空港株式会社 本社ビル１階Ｓ会議室 

時間：13:30～16:00 

 

成田国際空港保健衛生協議会と協力し、中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）疑い患者対応

訓練を実施しました。成田国際空港保健衛生協議会構成機関、協定締結医療機関、関係

機関等 43 機関 100 名（所内の内部参加者を除く）にご参加頂きました。 

航空機内で、中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）を疑う患者の通報があったとの想定で、

①検疫官による機内検疫、②健康相談室における医師や看護師による患者診察や検体

の採取、③陽性判明後の疑似症患者の医療機関への搬送といった、検疫の手順について

映像を交えた実働訓練を実施し、特に、疑い患者の医療機関への搬送については、印旛

保健所職員の協力のもと、患者搬送における実際の手続や動きを確認しました。また、

検疫実施後の航空機内の消毒については、事前撮りしていた映像を用いて、航空機にお

ける消毒の実際について説明を行いました。 

https://www.caicm.go.jp/action/plan/files/gov_action_plan.pdf
https://www.caicm.go.jp/action/plan/files/action_plan_guidelines_2.pdf


  
（機内検疫での患者への対応）      （健康相談室での患者以外の旅客への対応） 

  
（健康相談室での患者への検体採取）   （印旛保健所職員による疑似症患者の移送） 

 

（３）今回の訓練における内閣感染症危機管理統括庁の視察について 

 

  場所：成田空港第２ターミナルビル検疫検査場 

 

 関係機関からの参加として、内閣感染症危機管理統括庁感染症危機管理統括審議官が

訓練を視察され、訓練後に講評をいただきました。  

なお、訓練に先立って、成田空港検疫所の検疫現場の視察が行われ、検疫検査場での

ブース検疫の様子や体調不良者への対応、ほか海外から侵入してくる蚊の調査の実施状

況などを確認していただきました。また、検査室において、BSL3 実験室を含む感染症

検査の実施状況を確認されました。 

   
  （健康相談室での体調不良者への対応について 

確認される統括審議官） 

以上 


